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教育委員会６月定例会会議録 
 

日 時  平成２８年６月９日（木） 午後２時００分から午後２時４９分まで 

 

場 所  市役所１１階南会議室 

 

（教育委員） 

委 員 長  村 山 昌 暢   委員長職務代行者  吉 川 真由美 

委 員  湯 澤   晃   委 員  奈 良 知 彦 

教 育 長  佐 藤 博 之 

 

（事 務 局） 

教 育 次 長  関 谷   仁   指導担当次長  塩 崎 政 江 

総 務 課 長  小 島 順 子   教育施設課長  大 舘   勉 

文化財保護課副参事  田 中 隆 夫   学校教育課長  林   恭 祐 

生涯学習課長  小 﨑 昭 一   青 少 年 課 長  時 澤 秀 明 

総合教育プラザ館長  髙 木   威   図 書 館 長  作 宮   朗 

前橋高等学校事務長  中 澤 修 司
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委 員 長 

 

委 員 長 

 

委 員 長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

委 員 長 

 

 

委 員 長 

 

 

委 員 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これより前橋市教育委員会６月定例会を開会いたします。 

 

直ちに本日の会議を開きます。 

 

５月定例会の会議録については、既に配付済みでありますが、記載事

項に異議等ありませんか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認め、承認いたします。 

 

日程第一。会期の決定ですが、本会議の会期は、本日一日といたしま

す。 

 

日程第二。会議録署名委員の指名ですが、本日の署名委員に湯澤委員

と奈良委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

日程第三。教育長提出の諸報告について、報告を求めます。 

それでは、説明をお願いいたします。 

 

総括的報告 

はじめに、総括的報告を申し上げます。お手元にレジュメがあります

のでご覧ください。４点にわたってご報告申し上げます。 

まず１点目ですが、教育福祉常任委員会が５月２３日にありました。

報告事項についてですが、共同調理場の適正化について以下３件につい

て報告をさせていただきました。内容につきましては以前にもお話させ

ていただいておりますので、ここでは省略させていただきます。 

２点目ですが、第６８回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会が

５月１９日、２０日にありました。文部科学省の所管事項の説明のとこ

ろで新しい教育課程の進み方等、色々な話があって、我々教育委員会が

少し先取りした方が良い内容の話がありました。それから教育財政・教

育行政という分科会で、特に貧困対策について色々な話がありました。

貧困対策は全国的にも進められているところですが、前橋市における

「地域寺子屋事業」のような事業がいくつかの市で取り組まれていると

いうことでした。 

３点目ですが、群馬県都市教育長協議会第１回定例会が５月２５日に

ありました。県の教育長が新しく就任されましたので顔合わせもござい

ましたが、一般的な群馬県の教育行政方針等が示されました。 

４点目ですが、前橋市小中特別支援学校ＰＴＡ連合会定期総会が５月

２６日にありました。ＰＴＡの新しい会長さんの話や様々な話があり、
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総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからＰＴＡが１年間掛けて取り組む内容が示されました。その後に

懇親会がありましたが、顔を合わせ、膝を突き合わせる機会というのも

大切だと思いました。 

以上、報告申し上げました。 

 

報告１ 学校給食における主食用麺類提供の再開について 

報告１についてご報告させていただきます。議案書の１ページをご覧

ください。 

１の経緯でございますが、本市の学校給食における主食用麺類である

「うどん、ラーメン」等につきましては、「そば」と製造ラインが分か

れている製麺業者の学校給食事業からの撤退により、同様に扱える業者

を探しましたが、「そば」と製造ラインが同一の製麺業者しか見つける

ことが出来ませんでした。そこで、「そば」と製造ラインが同一になり

ますと、アレルギー症状の発症リスクが高まるとしまして、平成２７年

４月より、うどん、ラーメン等の主食用麺類の提供を一時的に見合わせ

ております。しかしながら、「うどん、ラーメン」等の麺類提供を望む

声は多く、また、郷土料理等の地域の食文化への理解や継承等に支障を

来たすことから、麺類の規格等の再開条件について、学校保健アレルギ

ー疾患部会や医療関係機関等と検討を重ねてきました。この度、アレル

ギー疾患対策部会等の検討結果に基づき製麺業者を探しましたところ、

適合する製麺業者が見つかりましたので、麺類提供の再開準備状況につ

いてご報告申し上げます。 

２の麺類規格でございますが、地産地消に配慮しまして、群馬県産の

小麦を使用したものとなります。また、「そば」のコンタミネーショ

ン、いわゆる製造過程等における予期せぬ混入につきましては、「そ

ば」と同一ラインで製造している場合又は「そば」と別ラインで製造し

ている場合においても、コンタミネーションの検査を必須とするもの

で、「そば」を製造していない場合につきましては、「そば」のコンタ

ミネーションの検査は必要としないものでございます。 

次に３の交渉先ですが、現在、「そば」を扱っていない製麺工場の麺

類を取り扱う業者と交渉中でございまして、４の再開希望日にあります

とおり、業者の配送車の手配、また児童、生徒の食物アレルギー対応の

ため、平成２８年１０月より再開できますよう、詳細を詰めておりま

す。 

５の承認審査でございますが、平成２８年６月２８日の学校給食運営

委員会で承認されますと麺類提供の再開が決定されますので、この委員

会の承認が得られますよう、事務を進めているところでございます。 

なお、主食用麺類の再開が決定された際は、保護者に対しまして、通

知等によりまして周知したいと考えております。以上でございます。 
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委 員 長 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の報告について、質疑等ございますか。 

 

なければ以上で質疑を終わりにします。 

日程第四。教育長提出の議案を上程いたします。 

まず、議事に入ります前に、議事の公開の是非についてお諮りいたし

ます。 

教育長提出の報告第６号については、人事に関することが審議内容で

ありますので、議事を非公開とすることが適当であると思われます。 

したがいまして、報告第６号については、前橋市教育委員会会議規則

第２１条第１項の規定に基づき、議事を非公開とすることに、異議等あ

りませんか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認めます。 

よって、報告第６号については、議事を非公開とし、議事日程の最後

に議題といたします。 

それでは、議案第１５号を議題といたします。提案説明をお願いしま

す。 

 

議案第１５号 前橋市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第１５号「前橋市公民館運営審議会委員の委嘱について」ご説明

させていただきます。議案書の２ページをご覧願います。 

公民館運営審議会は、社会教育法第２９条の規定により設置しており

ます。現在の審議会委員の任期が今年の６月３０日で満了することに伴

い、同法第３０条の規定に基づき新委員を委嘱しようとするものです。 

３ページの委員名簿をご覧願います。公民館運営審議会委員１５名の

構成は、学校教育関係者２名、社会教育関係者７名、家庭教育活動者３

名、学識経験者３名でございます。そのうち社会教育関係者１名と家庭

教育活動者１名につきましては、公募からの選考となっており、学識経

験者と公募以外は関係団体に推薦依頼を行い、推薦をいただいた方でご

ざいます。新規の委嘱が６名、再委嘱が９名で、うち女性委員は１５名

中７名となり、割合としましては約４７％となっております。公募委員

については定員２名に対しまして５名の応募がありましたが、「応募の

動機、抱負」、「熱意」、「公民館活動への関心」、「公民館活動歴」

の４項目について、提出書類に基づき審査いたしました結果、２名を選

定いたしました。 

委員の任期は、平成２８年７月１日から平成３０年６月３０日までの

２年間で、７月７日に委嘱式を行う予定です。よろしくご審議のほど、

お願い申し上げます。 



5 

 

委 員 長 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

教育施設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいま提案説明のありました議案について質疑に入ります。ご意見

等がございましたらお願いします。 

 

なければ、以上で質疑を終了します。それでは、議案第１５号につい

て、原案どおり可決することとしてよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認めます。よって、議案第１５号を原案どおり可決

いたします。次に、報告第５号を議題といたします。説明をお願いいた

します。 

 

報告第５号 平成２８年第２回定例市議会提出予定議案（事件）の作

成に対し意見を付すことについての臨時代理について 

報告第５号「平成２８年第２回定例市議会提出予定議案（事件）の作

成に対し意見を付すことについての臨時代理について」ご報告いたしま

す。議案書の４ページをご覧ください。 

平成２８年第２回定例市議会に提出予定の議案の作成に対し、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、教育委員

会の意見を付すことにつきまして、教育委員会を開催する時間を確保す

ることができなかったことから、前橋市教育委員会教育長に対する事務

委任規則第５条第１項の規定により、臨時代理させていただきましたの

で、ご報告するものでございます。 

提出をさせていただいた市議会議案は、「工事請負契約の締結につい

て(芳賀小学校校舎大規模改造建築工事（第一期）)」以下２件でござい

ます。 

初めに、「芳賀小学校校舎大規模改造建築工事（第一期）」について

ご説明申し上げます。議案書の５ページをご覧ください。工事場所は、

前橋市勝沢町７１９番１ほかでございます。工事内容は、既設鉄筋コン

クリート造３階建の南校舎棟の改造でございまして、屋上防水改修、外

壁改修、建具改修ほかの工事を行うものでございます。改修部分の床面

積は、２，３１５．００㎡であり、所要室は、普通教室、職員室、校長

室ほか記載のとおりでございます。契約方法は、条件付一般競争入札に

よる契約で、契約金額は、２億３，１７６万８，０００円で、契約の相

手方は、鵜川興業株式会社でございます。 

続きまして、「第一中学校北校舎改築建築工事」の請負契約について

ご説明申し上げます。議案書の６ページをご覧ください。工事場所は、

前橋市南町一丁目１２１番１ほかでございます。工事内容は、北校舎の

建替えでございまして、鉄筋コンクリート造４階建、延べ面積５，９４



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．８６㎡で、所要室は、普通教室１２教室、特別教室９教室、職員

室、校長室、保健室など記載のとおりでございます。契約方法は、条件

付一般競争入札による契約で、契約金額は、１１億４８４万円で、契約

の相手方は、小林・宮下・鵜川第一中学校北校舎改築建築工事特定建設

工事共同企業体でございます。 

続きまして、「第一中学校北校舎改築機械設備工事」の請負契約につ

いてご説明申し上げます。議案書の７ページをご覧ください。工事場所

は、建築工事と同じく前橋市南町一丁目１２１番１ほかでございます。

工事内容は、建築工事に伴う給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設

備、衛生器具設備、ほか記載のとおりでございます。契約方法は、条件

付一般競争入札による契約で、契約金額は、１億５，６６０万円で、契

約の相手方は、ホクト・興和第一中学校北校舎改築機械設備工事特定建

設工事共同企業体でございます。 

以上３件の市議会提出議案に対する教育委員会の意見につきまして

は、異議のないものとして、市長に送付させていただきましたので、ご

承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

ただいま説明のありました議案について質疑等ございますでしょう

か。 

 

（ほかに）なければ、以上で質疑を終了します。 

それでは、報告第５号について、承認することとしてよろしいでしょ

うか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認め、報告第５号について、承認いたします。 

日程第五。その他について報告事項がございます。説明をお願いいた

します。 

 

その他１ 行事について 

行事についてご説明させていただきます。議案書の１０ページをご覧

ください。７月２０日 水曜日は教育委員会７月の定例会、１１階北会

議室となっておりますので、よろしくお願いいたします。（ほか、資料

の主だった予定を紹介） 

続いて議案書の１１ページをご覧ください。８月の行事予定です。８

月１７日 水曜日でございますが、教育委員会８月の定例会を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。（ほか、資料の主だった予

定を紹介）行事につきましては以上でございます。 
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生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他２ 平成２８年度第１回前橋市社会教育委員会議の開催結果に

ついて 

資料１２ページをご覧ください。日時、場所、出席者については、記

載のとおりでございます。 

次に、結果概要についてでございますが、まず、教育長より、今年

度、第二・第三・第五コミュニティセンターについて、５年の指定期間

が終了することに伴い、来年度、指定管理者の新たな指定を行う必要が

あるため、本会議において、コミュニティセンターの在り方について、

優先して議論してもらいたい旨の要望と事務局からのこれらのコミュニ

ティセンターの指定管理業務の概要、決算の状況、職員の配置状況、社

会教育事業に係る経費の状況、これらの施設を活用して開催した社会教

育事業などにつきまして、現況説明をし、ご協議いただきました。 

ご協議によりいただきました主な意見をご報告いたします。「コミュ

ニティセンターが社会教育機関としての機能を果たしていることを伝え

るセンター機能が必要である。それをどこが果たすのかということが、

検討課題になる。」、「コミュニティセンターで行われていることに意

味付けを行い、住民が行っていることをどう評価していくのかといった

ことを議論していく必要がある。」、「意味付けや評価を行うと業務量

が増えるので、人的配置も必要になるのではないか。」、「コミュニテ

ィセンター業務の年次報告の際、評価のポイントを示すことにより、期

待されている役割が、よりよく伝わるのではないか。」などのご意見を

いただきました。 

なお、本件に関しましては、第２回の会議で、更に集中的に協議をい

ただく予定でございます。以上でございます。 

 

その他３ 平成２８年度不登校児童生徒への対応について 

資料１３ページをご覧ください。１にありますように、平成２７年度

の「不登校により３０日以上欠席した児童生徒」は、小学校５６名、中

学校２０９名、合計２６５名でした。前年度に比べ、小学校が１２名、

中学校で４名、合計１６名の増加となりました。 

次に、２は今年度４月のデータですが、全日欠席であった児童生徒数

は３８名でした。また６日以上欠席の児童生徒数は１２４名であり、こ

ちらも平成２７年度の同月のデータと比べてやや増加となりました。 

青少年支援センターでは、今年度も出席状況等に関する情報収集を行

うとともに、各学校の不登校対策を支援できるよう心掛けてまいりま

す。 

具体的な対応として、まず、不登校児童生徒の実態把握と改善に資す

るために長欠児童生徒報告書を分析・活用し、必要に応じ指導主事やス

クールソーシャルワーカーが学校を訪問し、改善に向けた助言や支援を

行います。 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年課 長 

 

また、不登校等学校生活に悩みのある児童生徒に対応するスクールア

シスタントや、家庭訪問を中心に不登校生徒及びその家族の支援を行う

オープンドアサポーター等を効果的に活用できるように、各学校の組織

的・計画的な対応を支援します。 

さらに、適応指導教室と学校が、適応指導教室入室前の児童生徒の状

況や保護者の悩み、学校の方針等について情報交換やアセスメントを行

うことで、一人一人に応じた効果的な支援が行われるよう努めます。 

先日の学校警察等連絡会議でも話し合われました「子どもたちを命の

危機から守るための取組」については、各学校がアンケートやカウンセ

リング等による多面的な児童生徒の理解を行ったり、サポート会議等を

活用して保護者や地域、警察や児童相談所等関係機関との連携を促進し

たりする中で、より効果的な取組となるよう学校を支援していきます。 

以上のような取組を充実させることにより、４にあるような各学校に

おける不登校対策を学校とともに行ってまいります。 

 

その他４ 適応指導教室「はばたき」の移転について 

続いて資料１４ページをご覧ください。現在「はばたき」が開設され

ている勤労青少年ホームにジョブセンターまえばしが設置されることに

伴う施設の再整備のため、「はばたき」は総合教育プラザの勤労女性セ

ンター跡に移転することとなりました。移転先選定理由として、３にあ

りますように、教育プラザは、直接指導に使う部分に加え、調理室、多

目的ホール、市立図書館分館が使用可能であること。加えて、教育プラ

ザの特別支援教育室等の指導を受けることが可能であることが挙げられ

ます。また、「はばたき」の移転候補地として、利根川西地区を探して

いましたが、東、元総社、総社、清里地区に適切な既存施設がないこと

もありました。 

児童生徒の通学に関してですが、教育プラザは現施設から約２．６km

離れておりますが、適応指導教室に入級している児童生徒は基本的には

保護者等の送迎によることから、入級前に確認をすることで対応可能と

考えます。現在「はばたき」に入級している児童生徒は５名で、４名が

中学生、１名が小学生です。この小学生に関しては、保護者と本人に事

前に移転について確認していないこと、保護者の送迎に時間が掛かるこ

とから、当該児童が小学校を卒業するまでの間、「はばたき」は大渡二

丁目にございます計量検査所の１室を借りて指導を行う予定です。環境

の変化に弱い児童生徒であることから、今後、関係の児童生徒や保護

者、学校と情報交換をしながら、丁寧に対応してまいります。 

 

その他５ 平成２８年度前橋市中学生海外研修事業について 

続いて資料１５ページをご覧ください。事業の目的は、異文化との交

流や生活体験を通して語学力の向上を図るとともに、国際感覚を身に付
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市立前橋高校事務長 

 

 

 

 

 

けた青少年を育成することです。研修は、８月５日から１９日まで、オ

ーストラリア・シドニーで実施いたします。シドニーでの研修は平成８

年から始まり、今年で２１年目を迎えました。今年は、デビッドソン高

校から４０人全ての研修生を受け入れることができないと連絡があり、

１３日間の現地研修のうち６日間は、デビッドソン高校とギラウィン高

校の２校に研修生が２０人ずつに分かれて実施いたします。次に今年の

当初応募者数は１３９人と昨年度に比べると１７人の減少でした。この

応募者の内３人が辞退し、１３６人が１次選考会に臨みました。その後

２次選考会を経て、研修生４０人を決定いたしました。なお、参加者は

自己負担金として１６万円を負担いただくことになります。３の日程を

ご覧ください。５月２８日に結団式と第１回の事前研修会を行いまし

た。今後、出発までに行う３回の事前研修会では、ＡＬＴを交えたホー

ムステイで使う英会話の練習や、英語で日本や前橋について紹介する練

習、現地で披露する「だんべえ踊り」や合唱の練習などを行います。ま

た、今回も共愛学園前橋国際大学の学生ボランティアによる英会話指導

や、ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＡＤＥＭＹに在籍するアジアからの留学生との

意見交換など、語学力の向上や日本文化の理解を目的として、昨年度よ

り更に内容の濃い研修を行う予定です。現地での研修内容につきまして

は資料１６ページに載せてあります。ホームステイをしながら、英語研

修のほか、現地校の授業への参加や小学校訪問、スポーツ交流等を行う

予定です。２校に分かれますが活動内容は同様のものを行う予定です。

また、今年は出発式・到着式とも、市役所駐車場の混雑を回避するため

児童文化センターで行うこととしました。 

帰国後の研修としましては、１１月に行われる「まえばし学校フェス

タ」の中で帰国報告会・体験発表会を実施するとともに、学校の文化祭

や地域の健全育成会議等でも広く研修成果を発表します。また、研修生

には、国際交流協会主催の事業に参加するなど、本市の国際交流活動の

中心としての活動が期待されます。引率者については、現地の研修校が

２校になったことから、今年度は１人増員して６人体制とします。団長

は総合教育プラザ髙木館長、副団長に総務課の山口課長補佐、事務担当

として青少年課の安藤指導主事が当たるほか、市立中学校から男性１

人、女性２人の教諭が同行することになっております。以上です。 

 

その他６ 平成２８年度市立前橋高校生海外研修事業について 

資料１７ページをご覧ください。１の目的ですが、国際化社会に対応

するため、英語圏であるオーストラリアの学校への派遣により、英会話

力の向上と異文化体験を通して、視野の拡大と国際理解の推進を図るた

め実施いたします。２の研修期間は、７月２９日から８月１８日までの

２１日間です。３の研修先ですが、昨年度実施したシドニーでは受入学

校が少ないことから、今年度はシドニーからブリスベンへ変更し、研修
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委 員 長 

校につきましてはバーンサイドハイスクールの予定で準備を進めていま

す。４の研修人数ですが、研修生１０名と引率教諭２名の合計１２名で

す。内訳といたしましては、１年生の女子２名、２年生の女子８名で、

昨年度に引き続き全て女子生徒となりました。５の研修に掛かる自己負

担金ですが、研修費用として昨年度と同じ１７万円の個人負担をいただ

きます。６の研修生の決定方法ですが、今年度は１１名うち男子１名の

応募があり、筆記試験、作文、面接等を行い、校内で組織する海外研修

委員会で学習成績、生活態度、学習意欲等を点数化し、総合的に判断し

て決定いたしました。７の事前研修等予定ですが、４月２７日から７月

１５日までに、計１２回の事前研修を行い、ホームステイや海外研修の

心構え、オーストラリアの文化、英会話練習等を学習します。 

なお、帰国後は、１０月６日に校内報告会、１１月１９日、２０日に

は、まえばし学校フェスタの中で帰国報告会、体験発表会を予定してお

ります。なお１８ページには海外研修事業日程を載せてありますので後

ほどご覧ください。以上でございます。 

 

その他７ 総合教育プラザ企画展「映像メディアの変遷と教育」と特

別学習会の開催について 

資料１９ページをご覧ください。今年度の教育資料館事業として、

「映像メディアの変遷と教育」と題した企画展を、７月１９日から８月

末日まで開催します。この企画展では、前橋在住の映像コレクターや団

体の協力を得て、幻灯機、映写機、フィルムなどの実物資料を多く展示

し、それらを通して明治から現在に至るまでの視聴覚機器の発明・開発

の歴史と、学校教育での活用の様子を紹介します。また、昨年度の企画

展でも大変好評いただきました特別学習会を３回設定し、展示物の説明

や懐かしの記録映画等を上映いたします。さらに、展示室の一角には特

設コーナーを設置しＤＶＤ化した貴重な映像を毎日上映いたします。 

教育活動においては、それぞれの年代の映像メディアを積極的に活用

して学習者の理解や思考を深めてまいりました。今日の情報化社会にお

いては、さらにコミュニケーション能力の育成も目指し環境整備が進め

られています。そうした映像メディアと教育に関わる昔と今を多くの前

橋市民に知っていただく機会になると考えております。以上でございま

す。 

 

総務課からの行事予定で、次回の定例会についてですが、７月２０日 

水曜日 午後１時ということでよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

では、７月定例会については７月２０日 水曜日 午後１時からと決定
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します。また、８月定例会については８月１７日 水曜日 午後３時を予

定とすることで、よろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

では、８月定例会については８月１７日 水曜日 午後３時からという

ことで、お願いいたします。ほかに、ただ今の報告について質疑等ござ

いますでしょうか。 

 

中学生海外研修についてですが、今年度は４０人を１校で受け入れる

ことが難しいということで、二つの学校区に分けてホームステイします

が、２校に分けたことで引率体制等における注意点や課題などはありま

すか。 

 

昨年度までは５人で一つの学校に行っていました。団長、副団長ほか

３人の引率者が、全ての子どもたちを１０人ずつ四つのグループに分け

ていました。それが今年度は２０人ずつ二つのグループに分け、団長、

副団長が各学校へ引率しなければならず、副団長にも団長としての役割

を担ってもらう必要が生じました。それには引率者を一人増員し６人体

制にすることで安心して対応できるように配慮するとともに、添乗員に

ついても研修に慣れている人をお願いしております。なお、２校が離れ

た場所に位置しており、車で１時間ほど掛かるため、連絡体制を工夫す

る必要があるということが新たな課題として出てきています。 

 

昨年度のホームステイは、一軒に２、３人でしたが今回はどうです

か。 

 

一軒に１人でお願いをしていますが、まだ確定していません。 

 

海外研修についてですが、毎年１１月に研修後の報告会を行うという

のは良いと思いますが、さらに事後調査と言いますか、研修に行った方

が何年かして社会に出て、どのようなことをされているかを追ってはど

うでしょうか。それこそが海外研修の成果だと思いますので、事後のア

ンケートにもお答えくださいということを選抜の時に入れていただき、

今後実施していただくことも必要だと思います。 

 

中学生で海外研修に行った生徒が、高校生になってもオーストラリア

以外の海外研修に積極的に手を挙げているという状況がありますし、国

際理解教育をかなり深めている様子が伺えますので、事後調査ができれ

ばおもしろいと思います。 
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委 員 長 

 

ほかになければ、以上で質疑を終わります。 

 

 

報告第６号 職員の行政処分の臨時代理について 

 

以上をもちまして教育委員会６月定例会を閉会いたします。 

 

（午後２時４９分）  


